
 

平成２８年９月松伏町議会定例会提出議案概要 

 

議案第６５号 

松伏町教育委員会教育長の任命について 

１ 趣旨 

  松伏町教育委員会委員御処野紀夫氏が平成２８年９月３０日で辞職することに伴い、

松伏町教育委員会教育長として佐藤哲士氏を任命することについて同意を求めるもの 

２ 任期 

  平成２８年１０月１日から平成３１年９月３０日まで 
 

議案第６６号 

松伏町教育委員会委員の任命について 

１ 趣旨 

 松伏町教育委員会委員谷ケ﨑由紀子氏の任期は、平成２８年９月３０日で満了となる

が、再び谷ケ﨑由紀子氏を任命することについて同意を求めるもの 

２ 任期 

  平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

 

議案第６７号 

松伏町公平委員会委員の選任について 

１ 趣旨 

 松伏町公平委員会委員浅水尚伸氏の任期は、平成２８年９月３０日で満了となるが、

再び浅水尚伸氏を選任することについて同意を求めるもの 

２ 任期 

  平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

 

議案第６８号 

松伏町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例 

１ 趣旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、松伏町教育委員会教育

長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるための条例の制定 

２ 内容 

  教育長の職務に専念する義務の特例について、一般職について定める「職務に専念す 

る義務の特例に関する条例」に準じ定めるもの 

３ 施行期日 

  平成２８年１０月１日 

 

議案第６９号 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例 

１ 趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の整備をする

ための条例の改正 

２ 内容 

（１）松伏町職員の定数条例の一部改正（第１条関係） 



  

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、条例において引用す

る同法の条項が移動したことに伴う規定の整備 

（２）特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（第２条

関係） 

教育委員会委員長及び委員長代理の報酬を削り、新たに教育長代理の報酬を次のと

おり定める。 

現     行 改  正  後 
別表（第１条関係） 

区分 報酬の額 

教育委員会 委員長 月額 １５，３００円 

委員長代理 月額 １３，３００円 

委員 月額 １２，１００円 

（略） （略） 
 

別表（第１条関係） 

区分 報酬の額 

教育委員会 教育長代理 月額 １３，３００円 

  

委員 月額 １２，１００円 

（略） （略） 
 

  

（３）松伏町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正（第３条関係） 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、条例において引用す

る同法等の条項が移動し、又は削除されたことに伴う規定の整備 

（４）松伏町特別職報酬等審議会条例の一部改正（第４条関係） 

松伏町特別職報酬等審議会の所掌事項に教育長の給料の額に関する条例に係る審議

を加える。 

（５）松伏町議会委員会条例の一部改正（第５条関係） 

委員会への出席説明を求める者のうち、「教育委員会の委員長」を「教育委員会の

教育長」に改める。 

３ 施行期日 

  平成２８年１０月１日 

 

議案第７０号 

松伏町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

乳幼児以外のこどもの通院に係る医療費の支給停止要件等について規定の整備をする

ための条例の改正 

２ 内容 

（１）乳幼児の定義に係る規定の整備（第２条） 

   乳幼児の範囲に義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部の就学の始期に達す

るまでの者を追加する。 

（２）乳幼児以外のこどもの通院に係る医療費の支給停止要件に係る規定の整備(第９条) 

   乳幼児以外のこどもの通院に係る医療費の支給停止要件から保育料に係る滞納があ

ることを除外する。 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

議案第７１号 

松伏町在宅重度心身障害者手当支給条例の一部を改正する条例 

１ 趣旨 

松伏町在宅重度心身障害者手当の支給制限施設を変更するための条例の改正 



  

２ 内容 

在宅重度心身障害者手当の支給制限施設の変更（第２条） 

在宅重度心身障害者手当の支給制限施設を次のとおり変更する。 

現     行 改  正  後 

 （定義） 

第２条 この条例において「障害者」

とは、特別児童扶養手当等の支給に

関する法律（昭和３９年法律第１３

４号）第２６条の２第１号及び第２

号に規定する施設並びに障害児福祉

手当及び特別障害者手当の支給に関

する省令（昭和５０年厚生省令第３

４号）第１条第９号に規定する施設

に入所している者以外の者で、次の

各号のいずれかに該当するものをい

う。 

（１）から（７）まで （略） 

２ （略） 

 （定義） 

第２条 この条例において「障害者」と

は、特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第１３４号）

第１７条第２号及び第２６条の２第１

号に規定する施設並びに障害児福祉手

当及び特別障害者手当の支給に関する

省令（昭和５０年厚生省令第３４号）

第１４条第３号に規定する施設に入所

している者以外の者で、次の各号のい

ずれかに該当するものをいう。 

 

（１）から（７）まで （略） 

２ （略） 

３ 施行期日 

平成２９年４月１日 

 

議案第７２号 

松伏町長の在任期間に関する条例を廃止する条例 

１ 趣旨 

  松伏町長の在任期間に関する定めを廃止するための条例の廃止 

２ 施行期日 

  公布の日 
 

議案第７３号 

松伏第二中学校大規模改修工事請負契約の変更契約の締結について 

１ 工 事 名  松伏第二中学校大規模改修工事 

２ 施 工 箇 所  松伏町大字上赤岩７１１番地 

３ 履 行 期 限  平成２８年１０月３１日 

４ 変更履行期限  従前のとおり 

５ 変更請負金額  ４５０，９７５，６００円 

６ 今回変更による減額   １１，３０７，６００円 

           ※汚水の排水については公共下水道に接続することとし、既存の

合併処理浄化槽の改修工事が不要となったため。 

７ 請 負 業 者  埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 

株式会社ユーディケー   

代表取締役 関根 信次 

 

議案第７４号 

町道の路線の一部廃止について 

廃止内容 



  

 ２－６９０号線 

 松伏町大字松伏字沼端１２６７番地先（起点）から 

    大字松伏字深町８２９番地先（終点）まで 

  幅員 ３．３０ｍ  延長 ４９．６９ｍ 

 

議案第７５号 

平成２８年度松伏町一般会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額     ８，１３９，０００千円 

２ 補 正 予 算 額       ２８２，３４５千円 

３ 合     計     ８，４２１，３４５千円 

 

議案第７６号 

平成２８年度松伏町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額     ４，３１３，３５０千円 

２ 補 正 予 算 額        ５１，０４９千円 

３ 合     計     ４，３６４，３９９千円 

 

議案第７７号 

平成２８年度松伏町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額       ５７３，３０７千円 

２ 補 正 予 算 額         ３，９４７千円 

３ 合     計       ５７７，２５４千円 

 

議案第７８号 

平成２８年度松伏町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額         ７，７９３千円 

２ 補 正 予 算 額           ４１０千円 

３ 合     計         ８，２０３千円 

 

議案第７９号 

平成２８年度松伏町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額     １，７９９，８６５千円 

２ 補 正 予 算 額        ５３，６８５千円 

３ 合     計     １，８５３，５５０千円 

 

議案第８０号 

平成２８年度松伏町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

１ 当 初 予 算 額       ２６８，８９２千円 

２ 補 正 予 算 額         １，６８４千円 

３ 合     計       ２７０，５７６千円 

 

議案第８１号 

平成２７年度松伏町一般会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額  ８，７５４，１３１，３９８円 

２ 歳 出 総 額  ８，１６９，１７４，００９円 



  

３ 歳入歳出差引額    ５８４，９５７，３８９円 

４ 実 質 収 支 額    ４８３，７４４，３８９円 

 

議案第８２号 

平成２７年度松伏町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額  ４，４４５，４２９，１５４円 

２ 歳 出 総 額  ４，２５５，９５５，８７８円 

３ 歳入歳出差引額    １８９，４７３，２７６円 

４ 実 質 収 支 額    １８９，４７３，２７６円 

 

議案第８３号 

平成２７年度松伏町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額    ５５６，８６３，０９５円 

２ 歳 出 総 額    ５４７，０７３，６５７円 

３ 歳入歳出差引額      ９，７８９，４３８円 

４ 実 質 収 支 額      ９，７８９，４３８円 

 

議案第８４号 

平成２７年度松伏町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額      ８，６８６，８５８円 

２ 歳 出 総 額      ７，７７６，３８７円 

３ 歳入歳出差引額        ９１０，４７１円 

４ 実 質 収 支 額        ９１０，４７１円 

 

議案第８５号 

平成２７年度松伏町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額  １，６３０，８９６，０６１円 

２ 歳 出 総 額  １，５４９，１７７，５０４円 

３ 歳入歳出差引額     ８１，７１８，５５７円 

４ 実 質 収 支 額     ８１，７１８，５５７円 

 

議案第８６号 

平成２７年度松伏町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

１ 歳 入 総 額    ２２３，２０２，６０８円 

２ 歳 出 総 額    ２２１，５１８，３３８円 

３ 歳入歳出差引額      １，６８４，２７０円 

４ 実 質 収 支 額      １，６８４，２７０円 

 

 


